
 京都市上下水道局職員給与規程等の一部を改正する規程を公布する。 

  令和７年１２月２２日 

京都市公営企業管理者     

上下水道局長 吉川 雅則   

京都市上下水道局管理規程第１３号 

京都市上下水道局職員給与規程等の一部を改正する規程 

（京都市上下水道局職員給与規程の一部改正） 

第１条 京都市上下水道局職員給与規程の一部を次のように改正する。 

  第３４条第２項の表第３号中「よる」を「より」に、「の滅失又は破壊」を「が滅失し

又は破壊した場合その他これに準じる場合」に改める。 

  別表第１を次のように改める。 



 



 

 



 

 



 

 

（京都市上下水道局会計年度任用職員の給与その他の給付に関する規程の一部改正） 

第２条 京都市上下水道局会計年度任用職員の給与その他の給付に関する規程の一部を次

のように改正する。 

  附則第４項中「令和６年４月１日」を「令和７年４月１日」に、「令和６年１２月２３

日京都市上下水道局管理規程第２号」を「令和７年１２月２２日京都市上下水道局管理

規程第１３号」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ 第１条の規定による改正後の京都市上下水道局職員給与規程（以下「改正後の規程」

という。）別表第１及び第２条の規定による改正後の京都市上下水道局会計年度任用職

員の給与その他の給付に関する規程附則第４項の規定は令和７年４月１日から適用す

る。 

（給与の内払） 

３ 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の京都市

上下水道局職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定によ

る給与の内払とみなす。 

（その他の経過措置） 

４ 前２項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、京都市公営企

業管理者上下水道局長が定める。 

（上下水道局総務部職員課） 


